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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプを駆動する電動モータが、複数の励磁コイルに電力を供給することで磁界により
ロータを駆動回転する駆動構成を備えると共に、
　前記励磁コイルに供給する電流のデューティ比を設定する電力制御部と、
　前記励磁コイルに流れる電流を電圧信号に変換するシャント抵抗と、
　前記シャント抵抗からの電圧信号から前記デューティ比に対応した分圧比となる検出電
圧信号を作り出す分圧比設定回路を備え、
　前記電力制御部で設定される前記デューティ比を、前記検出電圧信号に基づいて変更す
る電力補正部を備えており、
　前記電力制御部が、設定された前記デューティ比に従って電力制御素子をＯＮ状態に設
定する信号を出力し、
　前記電力補正部が、前記検出電圧信号が設定値を超えた際に前記電力制御素子のＯＮ時
間を短縮する補正作動を行うポンプ制御ユニット。
【請求項２】
　前記分圧比設定回路が、前記シャント抵抗からの電圧信号を分圧する複数の分圧抵抗と
、複数の前記分圧抵抗のうち接地側の分圧抵抗に並列に配置したコンデンサとで構成され
ている請求項１記載のポンプ制御ユニット。
【請求項３】
　前記ポンプから送り出される流体圧が、予め設定された要求圧を越えた場合に、前記ポ
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ンプから送り出される流体の圧力を逃がすリリーフ弁を備えている請求項１又は２に記載
のポンプ制御ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポンプ制御ユニットに関し、詳しくは、ポンプを駆動する電動モータの複数
の励磁コイルに対してパルス幅変調により電力を供給する技術の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のように構成されたポンプ制御ユニットとして特許文献１には、油圧ポンプを駆動
するセンサレス三相ブラシレスＤＣモータが示され、マイコンで制御されるモータ駆動Ｉ
Ｃと、このモータ駆動ＩＣで制御されるＦＥＴ回路とを有する制御装置が示されている。
この特許文献１の制御装置では、電動モータの回転を検出してモータ駆動ＩＣに与える単
位回転角度検出回路と、ＦＥＴ回路を介して電動モータ（励磁コイル）に供給される電流
値をシャント抵抗で検出してマイコンに与える電源電流検出回路とを備えている。
【０００３】
　この特許文献１では、マイコンでＰＷＭ演算を行い、この演算結果をモータ駆動ＩＣか
ら、ＦＥＴ回路に与えることでデューティの設定により電動モータの回転の制御が行われ
る構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４‐３５３６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電動モータで油圧ポンプを駆動し、この油圧ポンプから供給される作動油の油圧を設定
値に維持する定油圧制御を行う場合には、油圧ポンプから供給される作動油の油圧を圧力
センサで油圧を検出し、この検出値を目標値に維持するためにデューティ比を高精度で設
定する制御を行うことが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、作動油の圧力を目標値に維持するためデューティ比を高精度で設定する
制御を実現するには、マイクロプロセッサを必要とし、ソフトウエアを開発するためコス
トの上昇を招くだけではなく、マイクロプロセッサを備えた構成では制御遅れを招くこと
もあり改善の余地がある。
【０００７】
　本発明の目的は、ポンプから送り出される流体の圧力を目標値に維持する制御を、コス
ト上昇を招くことなく実現する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の特徴は、ポンプを駆動する電動モータが、複数の励磁コイルに電力を供給する
ことで磁界によりロータを駆動回転する駆動構成を備えると共に、前記励磁コイルに供給
する電流のデューティ比を設定する電力制御部と、前記励磁コイルに流れる電流を電圧信
号に変換するシャント抵抗と、前記シャント抵抗からの電圧信号から前記デューティ比に
対応した分圧比となる検出電圧信号を作り出す分圧比設定回路を備え、前記電力制御部で
設定される前記デューティ比を、前記検出電圧信号に基づいて変更する電力補正部を備え
ており、前記電力制御部が、設定された前記デューティ比に従って電力制御素子をＯＮ状
態に設定する信号を出力し、前記電力補正部が、前記検出電圧信号が設定値を超えた際に
前記電力制御素子のＯＮ時間を短縮する補正作動を行う点にある。
【０００９】
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　この構成によると、励磁コイルに供給された電流をシャント抵抗が電圧信号に変換する
ので、この電圧信号に基づいて分圧比設定回路が、デューティ比に対応した分圧比となる
検出信号値を作り出す。例えば、デューティ比が低い状態と比較して、デューティ比が高
い状態で分圧電圧を高くするように分圧比設定回路を構成すると、デューティ比が高い状
態で励磁コイルに流れる電流値の変化した場合に検出電圧信号を大きく変化させることも
可能となる。そして、電力補正部が検出電圧信号に基づきデューティ比を変更することで
励磁コイルに供給される電力を維持することも可能となる。
　特に、この構成では、デューティ比が低い状態では、励磁コイルに流れる電流値が変化
した場合に検出電圧信号の変化を小さくして、電力補正部によるデューティ比の変更を行
わず必要とする電力を励磁コイルに供給する処理も可能となる。
　従って、マイクロプロセッサ等の処理装置を備えずとも、励磁コイルに供給される電流
を維持し、ポンプから送り出される流体の圧力を目標値に維持する制御を、コスト上昇を
招くことなく、応答性良く実現できた。
　更に、電力補正部は検出電圧信号が設定値を超えた際に電力制御素子のＯＮ時間を短縮
する補正作動を行うことにより、励磁コイルに対して流れる電流の増大を抑制して目標値
に維持できる。
【００１２】
　本発明は、前記分圧比設定回路が、前記シャント抵抗からの電圧信号を分圧する複数の
分圧抵抗と、複数の前記分圧抵抗のうち接地側の分圧抵抗に並列に配置したコンデンサと
で構成されても良い。
【００１３】
　これによると、デューティ比が低い状態ではコンデンサが充放電を繰り返す状態で、こ
のコンデンサに電流が流れるため、接地側の分圧抵抗に流れる電流値が低下し、分圧比設
定回路からの検出電圧信号が低下する。これとは逆に、デューティ比が高い状態ではコン
デンサが殆ど放電されず充電状態に維持されるため、接地側の分圧抵抗に流れる電流値が
増大し、分圧比設定回路からの検出電圧信号は上昇する。つまり、モータの始動時のよう
にデューティ比が低い状態で励磁コイルに流れる電流値が設定値を超えた場合にデューテ
ィ比を維持して電動モータの確実な増速を行わせる。また、電動モータが定常回転にある
場合のようにデューティ比が高い状態において励磁コイルに流れる電流値が設定値を超え
た場合にはデューティ比のＯＮ時間を短くして応答性良く電動モータの回転速度を減じて
吐出圧の上昇を抑制できる。
【００１４】
　本発明は、前記ポンプから送り出される流体圧が、予め設定された要求圧を越えた場合
に、前記ポンプから送り出される流体の圧力を逃がすリリーフ弁を備えても良い。
【００１５】
　これによると、ポンプから送り出される流体圧が要求圧を越えた場合にリリーフ弁によ
り流体の圧力を逃がすことにより、オイル圧の過剰な上昇を抑制して電動モータの負荷を
軽減し、励磁コイルの発熱を抑制する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ポンプ制御ユニットのブロック回路である。
【図２】ＰＷＭ信号のデューティ比の変化を示すチャートである。
【図３】要求油圧に対する作動油の流量とモータ電流と電源電流との変化を示すグラフで
ある。
【図４】リリーフ弁を備えた構成において要求油圧に対する作動油の流量とモータ電流と
電源電流との変化を示すグラフである。
【図５】デューティ比の変化時におけるモータ駆動電流と電源電流との変化を示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
〔全体構成〕
　図１に示すように油圧制御ＥＣＵ１と、ドライバ制御ユニット１０（電力制御部の一例
）と、ドライバ回路２と、電動モータＭと、油圧ポンプＰとを備えて車両に備えられるポ
ンプ制御ユニットが構成されている。
【００１８】
　乗用車等の車両のエンジンにはバルブ開閉タイミング制御機構や、油圧アクチュエータ
等の油圧作動装置３を備えており、本発明のポンプ制御ユニットでは、ドライバ制御ユニ
ット１０がパルス幅変調により電動モータＭに供給する電力を制御して油圧ポンプＰの駆
動回転を制御するように構成されている。
【００１９】
　本発明のポンプ制御ユニットが備えられる車両として、アイドリングストップ制御が行
われる車両を例に挙げることができる。具体的には、エンジンで駆動される主油圧ポンプ
（図示せず）と、本発明の油圧ポンプＰを並列的に備えた油路系を備え、この油路系から
の作動油が供給される油圧作動装置３を備える。このような構成でアイドリングストップ
制御が行われる際に、本発明のポンプ制御ユニットが電動モータＭを制御して油圧ポンプ
Ｐを駆動し、エンジンの停止時にも油圧作動装置３への作動油の供給を実現する。
【００２０】
　また、本発明のポンプ制御ユニットが備えられる車両として電動モータＭが制御される
油圧ポンプＰを備えたハイブリッド型の車両を例に挙げることができる。この車両では、
エンジンの停止時に油圧作動装置３に作動油を供給するだけではなく、ハイブリッドモー
タの冷却を行うために油圧ポンプＰからの作動油の一部をオイルクーラで冷却した状態で
ハイブリッドモータに供給して冷却を実現する。
【００２１】
　図１に示すポンプ制御ユニットでは、油圧ポンプＰから油圧作動装置３に作動油を供給
する主油路４を備え、この主油路４には作動油の圧力上昇時に圧力を逃がすリリーフ弁５
を備え、油圧作動装置３に供給されない作動油をエンジンのメインギャラリ（図示せず）
に潤滑油として供給する油路系を備えている。主油路４には油圧ポンプＰから送り出され
る作動油の油圧を検出する油圧センサＳｐを備え、この油圧センサＳｐの検出結果は油圧
制御ＥＣＵ１にフィードバックされる。
【００２２】
　電動モータＭは複数の励磁コイル６と、励磁コイル６からの磁界の作用で駆動回転する
ロータ７とを有するセンサレスブラシレスＤＣモータとして構成され、この電動モータＭ
はドライバ制御ユニット１０で制御される。
【００２３】
　油圧制御ＥＣＵ１は、エンジンの回転速度や車両の走行状況に応じて目標とする作動油
圧を設定し、この作動油圧を得るための目標デューティ比情報を設定し、ドライバ制御ユ
ニット１０に出力する。ドライバ制御ユニット１０は目標デューティ比情報に基づいてＰ
ＷＭ信号を生成してドライバ回路２の複数の電力トランジスタやＭＯＳＦＥＴ等の電力制
御素子を制御することで電動モータＭの駆動を行う。
【００２４】
　このポンプ制御ユニットでは、ドライバ回路２に供給された電流を電圧信号に変換する
シャント抵抗Ｒｓを備えると共に、このシャント抵抗Ｒｓからの電圧信号からデューティ
比に対応した分圧比となる検出電圧信号を作り出すように３つの分圧抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ
３と、コンデンサＣとで構成される分圧比設定回路Ａを備えている。
【００２５】
　ドライバ制御ユニット１０は、分圧比設定回路Ａからの検出電圧を取得することにより
、このドライバ制御ユニット１０からドライバ回路２に出力されるＰＷＭ信号のデューテ
ィ比を変更する制御を行う。このドライバ制御ユニット１０の構成と作動形態とを以下に
説明する。
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【００２６】
〔ドライバ制御ユニット〕
　ドライバ制御ユニット１０は、デューティ比設定部１１と、パルス生成回路１２と、Ｐ
ＷＭ信号生成部１３と、信号補正回路１４（電力補正部の一例）と、コンパレータ１５と
、基準電圧生成回路１６とを備えている。
【００２７】
　デューティ比設定部１１は、油圧制御ＥＣＵ１から出力される目標デューティ比情報を
Ｄ／Ａ変換処理により閾値としてＰＷＭ信号生成部１３に与える。パルス生成回路１２は
設定周期の駆動パルス信号を生成してＰＷＭ信号生成部１３に与える。
【００２８】
　ＰＷＭ信号生成部１３は、デューティ比設定部１１からの閾値と、内部の発振回路（図
示せず）で生成した鋸歯状信号とに基づいてＰＷＭ信号を生成するコンパレータ（図示せ
ず）を有している。また、ＰＷＭ信号生成部１３は、パルス生成回路１２からの駆動パル
ス信号に同期するキャリア周期でＰＷＭ信号をドライバ回路２の複数の電力制御素子に出
力する出力回路（図示せず）を備えると共に、信号補正回路１４からの補正信号に基づい
て閾値を変化させてＰＷＭ信号のＯＮ時間を短縮する補正回路（図示せず）を有している
。
【００２９】
　信号補正回路１４は、コンパレータ１５から出力信号が出力された場合に補正信号をＰ
ＷＭ信号生成部１３に与える。この補正信号が与えられることで、ＰＷＭ信号生成部１３
では閾値を調節してＰＷＭ信号のＯＮ時間を短縮する。
【００３０】
　コンパレータ１５は、一方の入力端子に基準電圧生成回路１６からの基準電圧が印加さ
れ、他方の入力端子に分圧比設定回路Ａからの検出電圧信号が印加される。分圧比設定回
路Ａは、シャント抵抗Ｒｓからの電圧信号からデューティ比に対応した分圧比となる検出
電圧信号を作り出す。これにより分圧比設定回路Ａからの検出電圧信号が、基準電圧生成
回路１６で生成された基準電圧（設定値）を超えた場合に、コンパレータ１５が出力端子
から出力信号を出力する。
【００３１】
（ドライバ制御ユニットの別実施形態）
　ドライバ制御ユニット１０を、クロック発生回路とカウンタとを備えて構成し、デュー
ティ比設定部１１を、ＰＷＭ信号のＯＮ時間を示すクロック数を与えるように構成する。
また、ＰＷＭ信号生成部１３を、ＯＮ時間に対応するクロック数がカウントされる時間だ
けＯＮ状態とし、ＯＦＦ時間に対応するクロック数がカウントされる時間だけＯＦＦ状態
とするＰＷＭ信号の波形を生成するよう構成する。この別実施形態では、クロック発生回
路やカウンタ、ゲートやレジスタ等のロジックでＰＷＭ信号のデューティ比の変更が可能
となる。
【００３２】
　また、電動モータＭの始動時にＰＷＭ信号のデューティ比のＯＮ時間を、低い値から高
い値に増大させるスタート制御回路を備えてドライバ制御ユニット１０を構成する。この
ようにドライバ制御ユニット１０にスタート制御回路を備えた場合には、油圧制御ＥＣＵ
１は電動モータＭの起動と停止とを指示する信号だけを出力すれば良いため、油圧制御Ｅ
ＣＵ１の構成の簡素化が実現する。
【００３３】
（信号補正回路の別実施形態）
　信号補正回路１４を、ＰＷＭ信号生成部１３からドライバ回路２に出力する信号経路に
介装したスイッチング素子で構成し、このスイッチング素子をコンパレータ１５から出力
信号でＯＦＦ操作するように構成する。このように構成したものでコンパレータ１５から
出力信号が出力されたタイミングで、ＰＷＭ信号を遮断することでＯＮ時間を短縮する作
動形態となる。
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【００３４】
　また、ドライバ制御ユニットの別実施形態で説明したようにＰＷＭ信号生成部１３を、
クロック発生回路やカウンタとロジック等で構成した場合、信号補正回路１４は、ＯＮ時
間に対応するカウント値を変更する処理を行わせることで、デューティ比の変更が実現す
る。
【００３５】
〔分圧比設定回路〕
　分圧比設定回路Ａは、図１に示す如く、シャント抵抗Ｒｓの電圧信号が作用する位置か
ら接地位置との間（シャント抵抗Ｒｓの端子間）に分圧抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３の３つの抵
抗が、この順序で直列に接続し、最も接地側の分圧抵抗Ｒ３と並列してコンデンサＣが接
続した構成を有している。このような構成から、シャント抵抗Ｒｓからの電圧信号に基づ
いてデューティ比に対応した分圧比となる検出電圧信号を作り出し、分圧抵抗Ｒ１と分圧
抵抗Ｒ２との中間位置から取り出せる。
【００３６】
　この分圧比設定回路Ａでは、ＰＷＭ信号のデューティ比が低い場合（ＯＮ時間が短い場
合）には、コンデンサＣが充放電を繰り返すため、シャント抵抗Ｒｓからの電圧信号はコ
ンデンサＣに流れ、接地側の分圧抵抗Ｒ３に流れる電流値が低下しコンパレータ１５の入
力端子に印加する検出電圧信号の上昇は抑制される。すなわち、シャント抵抗Ｒｓからの
電圧信号は２つの分圧抵抗Ｒ１、Ｒ２で分圧されるのが支配的になる。
【００３７】
　これとは逆に、ＰＷＭ信号のデューティ比が高い場合（ＯＮ時間が長い場合）には、コ
ンデンサＣが殆ど充電状態に維持されるため、シャント抵抗Ｒｓからの電圧信号はコンデ
ンサＣに殆ど流れず、接地側の分圧抵抗Ｒ３に流れる電流値を上昇させ、この分圧抵抗Ｒ
３で生ずる電圧も上昇させコンパレータ１５の入力端子に印加する電圧を上昇させる。す
なわち、シャント抵抗Ｒｓからの電圧信号は３つの分圧抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３で分圧され
るのが支配的になる。
【００３８】
（分圧比設定回路の別実施形態）
　シャント抵抗Ｒｓからの検出電圧信号をＤ／Ａ変換によりデジタル信号化し、このデジ
タル信号化された検出電圧信号が変動した場合に、ＰＷＭ信号生成部１３で設定されたデ
ューティ比が低いほど変動幅を小さくする処理装置を備えて分圧比設定回路Ａを構成して
も良い。このように構成することで分圧抵抗を備えずに済み、検出精度が分圧抵抗の精度
に影響されることがない。
【００３９】
　また、この分圧比設定回路Ａの別実施形態として、コンデンサＣを備えず接地側の分圧
抵抗（例えば、図１のＲ３）を可変抵抗器で構成し、この可変抵抗器を操作するサーボモ
ータ等のアクチュエータを備え、デューティ比が低いほど可変抵抗器で成る分圧抵抗の抵
抗値を低くするようにアクチュエータを制御する制御系を備えて構成しても良い。このよ
うに構成する場合に、デューティ比の変化量に対する分圧抵抗の変化量の関係を必要とす
る特性に設定するように、アクチュエータの作動形態を設定することも可能となる。
【００４０】
　また、分圧比設定回路Ａの別実施形態として、コンデンサＣを備えず接地側の分圧抵抗
（例えば、図１のＲ３）をデジタルポテンショメータで構成し、デューティ比が低いほど
デジタルポテンショメータで設定される抵抗値を低くする制御系を備えて構成しても良い
。このように構成する場合に、前述と同様に、デューティ比の変化量に対する分圧抵抗の
変化量の関係を必要とする特性に設定することも可能となる。
【００４１】
〔ポンプ制御ユニットの作動形態〕
　油圧ポンプＰの始動時には、油圧制御ＥＣＵ１が電動モータＭの回転速度の上昇を図る
ため、ＰＷＭ信号のデューティ比を低い値から高い値に上昇させる制御が行われる。また
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、ＰＷＭ信号のデューティ比が低い状況において電動モータＭに作用する負荷等により励
磁コイル６に流れる電流が増大した場合には、シャント抵抗Ｒｓからの検出電圧信号も上
昇する。しかしながら、分圧比設定回路Ａではデューティ比が低い場合に、低い分圧比と
なる検出電圧信号を作り出すため、分圧比設定回路Ａからコンパレータ１５の入力端子に
印加する検出電圧信号の上昇は抑制され、コンパレータ１５から出力信号が出力されるこ
ともない。これにより電動モータＭの回転速度の上昇を図る際にはＰＷＭ信号生成部１３
でＯＮ時間が短縮されず、電動モータＭで油圧ポンプＰを強力に駆動しながら回転速度の
上昇が円滑に行われる。
【００４２】
　また、定油圧制御を行う場合に油圧制御ＥＣＵ１は、目標デューティ比を１００％に設
定する制御を行うことにより油圧ポンプＰで目標とする油圧を得る。つまり、電動モータ
Ｍを定常回転させる場合にはＰＷＭ信号としてデューティ比が１００％の電流が供給され
る。これにより、分圧比設定回路ＡのコンデンサＣは充電状態に維持され、励磁コイル６
に流れる電流が増大してシャント抵抗Ｒｓからの電圧信号が上昇した場合には、分圧比設
定回路Ａからコンパレータ１５の入力端子に印加する検出電圧信号は敏感に上昇する。従
って、例えば、図２に示すようにＯＮ時間がＴ１のＰＷＭ信号のＯＮ時間をＴ２に短縮す
る如く、ＰＷＭ信号生成部１３でＯＮ時間が短縮されることになり、電動モータＭの駆動
速度の上昇が抑制され油圧ポンプＰから送り出される作動油の油圧が過剰に上昇する不都
合が抑制される。
【００４３】
〔要求油圧とモータ電流等の関係を示すグラフ〕
　図３にはリリーフ弁５を備えない構成において要求油圧を横軸に取り、作動油の流量Ｑ
１、Ｑ２と、モータ電流Ｃｍと、電源電流Ｃｓとを縦軸に取ったグラフを示しており、こ
のグラフに示されるように要求油圧の上昇に伴いモータ電流Ｃｍと電源電流Ｃｓが右上が
りに上昇する。このモータ電流Ｃｍと電源電流Ｃｓとはデューティ比と対応するものであ
り、電源電流制限値ＣＬ（デューティ比が１００％）に達した後には前述したようにデュ
ーティ比のＯＮ時間が短縮され電源電流Ｃｓは右下がりで減少し、モータ電流Ｃｍは励磁
コイル６の影響で増大する。このように要求油圧が上昇する際に要求油量Ｑ２は確保され
、また、作動油の流量Ｑ１は要求油量の増大に伴い右下がりで減少し、電源電流Ｃｓが電
源電流制限値ＣＬに達した後には更に急勾配となる右下がりで減少する。
【００４４】
　図４にはリリーフ弁５を備えた構成において要求油圧を横軸に取り、作動油の流量Ｑ１
、Ｑ２と、モータ電流Ｃｍと、電源電流Ｃｓとを縦軸に取ったグラフを示している。リリ
ーフ弁５は要求油圧（要求圧）の上限を少し超えた圧力で作動油の圧力を逃がすようにリ
リーフ圧が設定されている。このグラフに示されるように要求油圧の上昇に伴いモータ電
流Ｃｍと電源電流Ｃｓが右上がりに上昇する。このモータ電流Ｃｍと電源電流Ｃｓとはデ
ューティ比と対応するものであり、電源電流制限値ＣＬに達した後には前述したようにデ
ューティ比のＯＮ時間が短縮され電源電流Ｃｓは右下がりで減少し、モータ電流Ｃｍは励
磁コイル６の影響で増大する。このように要求油圧が上昇する際に要求油量Ｑ２は確保さ
れ、また、作動油の流量Ｑ１は要求油量の増大に伴い右下がりで減少し、リリーフ弁５が
リリーフ圧に達した後には更に急勾配となる右下がりで減少する。
【００４５】
　図５にはデューティ比を横軸にとり、電流を縦軸に取ったグラフを示している。グラフ
に示されるように電源電流Ｃｓの上昇に伴い、モータ電流Ｃｍは減少する。つまり、伝動
モータの励磁コイル６には低速回転時に電流を蓄えるため、モータ電流Ｃｍは大きい値を
示しているが、電源電流Ｃｓの上昇に伴い減少し、デューティ比が１００％に達した時点
で電源電流Ｃｓとモータ電流Ｃｍとは近似する値となる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、ポンプを駆動する電動モータの回転速度をＰＷＭ信号のデューティ比の設定
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により回転速度が制御する装置に利用することができる。
【符号の説明】
【００４７】
５　　　　　リリーフ弁
６　　　　　励磁コイル
７　　　　　ロータ
１０　　　　電力制御部（ドライバ制御ユニット）
１４　　　　電力補正部（信号補正回路）
Ａ　　　　　分圧比設定回路
Ｍ　　　　　電動モータ
Ｐ　　　　　ポンプ（油圧ポンプ）
Ｒｓ　　　　シャント抵抗
Ｒ１　　　　分圧抵抗
Ｒ２　　　　分圧抵抗
Ｒ３　　　　分圧抵抗
Ｃ　　　　　コンデンサ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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